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演題番号：E5

仕出し弁当を原因とするサルモネラ属菌食中毒発生を受けた和歌山県の対応
○藤本泰之 1），硲　一樹 2），吉川弘敏 3），湯橋　翔 1），林　知仁 1），應田　学 1），形部裕昭 1）

1）和歌山県田辺保，2）御坊保，3）新宮保串本支所

演題番号：E6

自動車およびテント等営業施設における手指等の衛生保持に関する実態調査
○井村樹里
滋賀県草津保健所

1．はじめに：令和 5 年 8 月に田辺保健所管内の仕出し弁当
業者が提供した弁当を原因とし，有症者 117 名，内 1 名が死
亡する重大な食中毒が発生した．複数の喫食グループの有症
者便および死亡者の血液検体からサルモネラ属菌（Salmonella 
Enteritidis）が検出されたことから，原材料の原因菌汚染や調
理工程における二次汚染など衛生管理に不備があったと考え
られた．この事例を受けて当保健所が実施した原因施設の調
査結果および県全体として実施した再発防止に向けた対応に
ついて報告する．
2．材料および方法：原因となった仕出し弁当を製造した当
日および通常時の衛生管理状況の調査を行った．
3．結　果：原因施設は「HACCPの考え方を取り入れた衛生
管理」を導入していたにも関わらず，その確認を衛生管理計
画とは異なる方法で実施するなど，HACCPへの取り組みが
形骸化していた．さらに，事件当日は設備能力および人的能
力を上回る製造数を受注し，それに対応するため提供当日の
深夜から調理を開始しており，提供・喫食までの時間が長く
なっていた．特に「だし巻き」の調理に使用した液卵は使用す
る前日から調製されていたこと，また当日使用せずに残存し

ていた液卵の一部を翌日に再利用するなど，原因菌の増殖要
因と考えられる取り扱いが認められた．
4．考察および結語：施設調査の結果，（1）HACCPの形骸化や

（2）不適切な調理工程の常習化などの問題点が明らかとなっ
た．それらに加えて，（3）製造能力を大きく超えた受注への
無理な対応が，本食中毒の発生要因と考えられた．これを受
け，原因施設に対しては，HACCPの考え方を取り入れた衛
生管理の適切な実施および食品の適切な取り扱いを徹底する
ように指導した．県全体としては，注意喚起を目的として，
県内の仕出し弁当業者への一斉立ち入り調査を実施した．今
回の事例を受けて「通常時以上の食数を受注する対策」につい
て調査を実施した結果，通常以上の食数を受注する場合があ
ると回答した事業者は 26 施設中 16 施設と半数以上を占める
一方で，手順書を作成している施設は 2 施設のみと少なかっ
た．今回の食中毒事例や一斉調査結果を踏まえると『受注限
度数を予め決めておくこと』や『受注数が増加する場合，受注
数ごとに対策の手順書を作成しておく』など，より具体的な
対策の必要があると考えられた．

1．はじめに：近年、コロナ禍の影響等により自動車、テント
等での営業（以下、「特定簡易営業」という）の申請や問い合わ
せ件数が増加している。これらの営業形態は許可手続時以外
で監視を行う機会がなく、衛生管理実態を把握しにくいこと
から、事業者に合った衛生管理方法の指導・助言を行うため
の情報収集を目的として、営業時に使用する水の量や器具・
手指の衛生保持の方法を中心に調査した。
2．材料および方法：令和6年1月末時点で草津保健所が所管
する自動車営業および特定簡易営業の営業者に対し、滋賀県
のオンラインシステムを用いたアンケート調査を実施した。
3．結　果：調査対象 419 施設のうち、107 施設から回答が得
られた。自動車営業の給水タンク容量は200Lが最多であった
が、営業開始前に入れる水量、実際に使用する水量ともに 80
Ｌ以下の施設が 7 割を超え、給水タンク容量と使用水量に大
きな乖離が見られた。特定簡易営業についても、回答内容か
ら多く の施設が実際に給水能力の半分程度しか水を使用して
いないと考えられた。また、施設基準上、洗浄用シンクの設
置が必須であるものの、施設内の洗浄シンクで器具を洗浄し
ている施設は全体の 2 割に留まり、約 8 割が仕込み場所など

の施設外で器具の洗浄を行っていた。
手洗いは概ね「小規模な一般飲食店向けHACCPの考え方を取
り入れた衛生管理の手引書」の記載に沿って行われていた。
ほとんどの施設が手袋を使用していたが、「忙しいから」等の
理由で手袋交換時に手洗いを毎回しない事業者もおり、手洗
いの重要性は認識しているものの、忙しくて手袋交換時に手
を洗う余裕がない状況が窺えた。一方で、アルコール消毒の
実施等を理由に挙げる事業者もおり、アルコールや手袋によ
り手指の清潔が保持できていると考える事業者も一定数いる
と考えられた。
4．考察および結語：今回の調査により、多くの施設で給水
タンク容量と実際の使用量に乖離があることが明らかとなっ
た。また、器具洗浄を主に仕込み場所等、施設外で行ってい
ることや、適切なタイミングで手洗いできているものの、忙
しくて手袋交換の都度手洗いができず、手袋やアルコール消
毒が手洗いの代替手段となっている状況も窺えた。今後、さ
らにキッチンカーやテント等で食品が提供される機会が増え
ると予想されることから、営業実態を考慮し、より実態に即
した衛生管理方法を指導していく必要がある。
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